
　平成２６年４月１日より消費税率（国・地方）が５％から８％へ引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収部分に

ついては、その使途を明確化し、社会保障施策に要する経費に充てるものとされています。

　平成２６年度壬生町一般会計予算における社会保障施策経費への充当状況については、下記のとおりです。

（歳入） 市町村交付金（社会保障財源化分）
 ５０，０００千円

（歳出） 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 ４，０９８，７７９千円

【社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費】 （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他

地方消費税
交付金

（社会保障
   財源化分）

その他

社会福祉総務費 34,938 4,909 0 3 657 29,369

高齢福祉費 76,126 11,240 0 804 1,402 62,680

社会福祉施設費 57,315 0 0 48,728 188 8,399

障害福祉費 670,883 461,704 0 0 4,576 204,603

児童福祉費 1,623,066 857,712 0 186,391 12,665 566,298

母子福祉費 138,613 57,466 0 0 1,775 79,372

保育園・児童館費 80,094 1,988 6,800 23,550 1,045 46,711

小　計 2,681,035 1,395,019 6,800 259,476 22,308 997,432

介護保険事業 404,685 0 0 0 8,853 395,832

国民健康保険事業 460,791 95,695 0 0 7,987 357,109

後期高齢者医療事業 376,979 52,700 0 0 7,094 317,185

小　計 1,242,455 148,395 0 0 23,934 1,070,126

保健衛生総務費 17,529 0 0 0 383 17,146

健康増進費 45,065 2,207 0 646 923 41,289

母子保健費 105,442 550 0 0 2,295 102,597

保健福祉施設費 7,253 0 0 36 157 7,060

小　計 175,289 2,757 0 682 3,758 168,092

4,098,779 1,546,171 6,800 260,158 50,000 2,235,650

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分し充当しております。

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費

合　計

特　定　財　源 一　般　財　源

財　源　内　訳

予算額
（対象経費）

事　　業　　名　（目）

社会福祉

社会保険

保健衛生


